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　　 ☎0297 ‐ 64 ‐ 3351
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受験種目
防衛大学校学生（一般） 防衛医科大学校

前期 医学科学生 看護学科学生
（自衛官候補看護学生）

受験資格 高卒（見込み含む）21歳未満の方

受付期間 ９月５日㈪～９月30日㈮

試験期日

【１次試験】
11月5日㈯および6日㈰

【２次試験】
12月6日㈫～ 10日㈯
の間の指定する１日

【１次試験】
10月29日㈯および10月
31日㈰
【２次試験】
12月14日㈬～ 16日㈮
の間の指定する１日

【１次試験】
10月15日㈯

【２次試験】
11月26日㈯または27日㈰
のいずれか指定する１日

特　徴
幹部自衛官となる者を
４年間の修業期間にお
いて養成する制度です。

医師である幹部自衛官
となるべき者を養成す
る制度です。

保健師・看護師である幹
部自衛官となるべき者を
養成するコースです。

場　所 別途各人に通知します。

http://www.mod.go.jp/pco/ibaraki/
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※自衛官候補生（男子）も年間を通じて実施しています。詳しくはお問い合わせください。


